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建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

基
本
方
針

一

国
土
交
通
大
臣
は
、
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針

」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
一
項
関
係
）

二

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

２

建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
に
関
す
る
目
標
の
設
定
に
関
す
る
事
項

３

建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
に
つ
い
て
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

４

建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

５

第
二
の
一
の
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
の
策
定
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
そ
の
他
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐

震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
重
要
事
項

（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

第
二

都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
等

一

都
道
府
県
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
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る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

二

都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
に
関
す
る
目
標

２

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

３

建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
項

４

建
築
基
準
法
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
命
令
そ
の
他
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安

全
性
を
確
保
し
、
又
は
そ
の
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
の
所
管
行
政
庁
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

５

そ
の
他
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項

（
第
五
条
第
二
項
関
係
）

三

都
道
府
県
は
、
二
の
２
に
掲
げ
る
事
項
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

建
築
物
が
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
の
通
行
を
妨
げ
、
多
数
の
者
の
円
滑

な
避
難
を
困
難
と
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
道
路
に
そ
の
敷
地
が
接
す
る
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
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修
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
べ
き

建
築
物
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
に
関
す
る
事
項

２

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
四

号
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
入
居
者
を
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
定
優
良
賃
貸

住
宅
を
活
用
し
、
認
定
建
築
物
で
あ
る
住
宅
の
耐
震
改
修
の
実
施
に
伴
い
仮
住
居
を
必
要
と
す
る
者
（
同
号
に
規
定
す

る
資
格
を
有
す
る
者
を
除
く
。
以
下
「
特
定
入
居
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
仮
住
居
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
特
定
入
居
者
に
対
す
る
賃
貸
に
関
す
る
事
項

３

二
の
１
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下
「

機
構
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震

改
修
の
実
施
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
機
構
又
は
公
社
に
よ
る
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の

実
施
に
関
す
る
事
項

（
第
五
条
第
三
項
関
係
）

四

市
町
村
は
、
基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震

診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
七
項
関
係
）
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第
三

特
定
建
築
物
に
係
る
措
置

一

特
定
建
築
物
に
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

火
薬
類
、
石
油
類
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
危
険
物
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の
の
貯
蔵
場
又
は
処
理

場
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物

２

地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
の
通
行
を
妨
げ
、
多
数
の
者
の
円
滑
な
避
難
を

困
難
と
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
敷
地
が
第
二
の
三
の
１
に
よ
り
都

道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
道
路
に
接
す
る
も
の

（
第
六
条
関
係
）

二

所
管
行
政
庁
に
よ
る
指
示
の
対
象
と
な
る
特
定
建
築
物
に
、
次
に
掲
げ
る
特
定
建
築
物
の
う
ち
、
地
震
に
対
す
る
安
全

性
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
を

追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

小
学
校
、
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
地
震
の
際
の
避
難
確
保
上
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
特
定
建
築

物
２

一
の
１
に
掲
げ
る
特
定
建
築
物

（
第
七
条
第
二
項
関
係
）
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三

所
管
行
政
庁
は
、
所
管
行
政
庁
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
特
定
建
築
物
の
所
有
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
指
示

に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
三
項
関
係
）

第
四

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
の
認
定
の
対
象
の
拡
大

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
の
認
定
の
対
象
と
な
る
工
事
に
、
柱
の
径
又
は
壁
の
厚
さ
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
等
に
よ
り
建

築
物
の
延
べ
面
積
を
増
加
さ
せ
る
増
築
、
形
状
の
変
更
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
伴
わ
な
い

改
築
等
の
工
事
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
三
項
関
係
）

第
五

建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
特
例

一

第
二
の
三
の
２
に
よ
り
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
特
定
入
居
者
に
対
す
る
賃
貸
に
関
す

る
事
項
を
記
載
し
た
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
、
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者

は
、
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す

る
入
居
者
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
以
上
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
法
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
又
は
同
法
第

二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
中
核
市
の
区
域
内
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
長
）
の
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承
認
を
受
け
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
特
定
入
居
者
に
賃
貸
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

二

第
二
の
三
の
３
に
よ
り
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
機
構
又
は
公
社
に
よ
る
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修

の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
、
機
構
又
は
公
社
は
、
委
託
に
基
づ
き
、
一
定
の
建

築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
関
係
）

第
六

耐
震
改
修
支
援
セ
ン
タ
ー

一

国
土
交
通
大
臣
は
、
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
民
法
第
三
十
四
条

の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
、
二
の
業
務
に
関
し
一
定
の
基
準
に
適

合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
耐
震
改
修
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と

し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

二

セ
ン
タ
ー
は
、
認
定
建
築
物
で
あ
る
特
定
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
債
務
の
保
証
を
す
る

こ
と
、
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
に
関
す
る
情
報
及
び
資
料
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
を
行
う
こ
と
等
の
業
務
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を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

三

セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
区
分
経
理
、
指
定
の
取
消
し
等
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
関
係
）

第
七

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
八

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
関
係
）


